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　この計画は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「環境に関わる分野ごとの
取組みの方向性」「分野を横断して相乗効果を及ぼす取組み」「計画の実現に向けて取組みを進める上で持つ
べき視点」を示した、令和7年度から12年度までの6年間の計画です。

計画の実現に向けた2つの柱と8つの視点
　本計画の理念や将来像の実現に向けて、区民等の環境に対する意識改革と行動変容を促すための「区民等と環境と
の関係性の再構築」と、区民等の活動を区として支援していくための「区民等をバックアップする区の推進体制の構築」
を柱として、それぞれ4つの視点から、取組みを進めます。

3世田谷区環境基本計画（素案）

問 環境計画課 ☎6432-7131  FAX 6432-7981

　区民や事業者などの様々な主体が、環境をよくするための行動「手入れ」を行い、将来にわたっ
て良好な環境を保つことで、その環境に対する誇りや愛着が高まり、さらに人々の「手入れ」が加速す
る地域社会をめざします。

理　念

一人ひとりの「手入れ」の広がりが「良好な環境」をつくります一人ひとりの「手入れ」の広がりが「良好な環境」をつくります

区民等を
バックアップする
区の推進体制の構築

区民等と環境との
関係性の再構築

❶環境施策への庁内の理解醸成
❷デジタル化・情報技術の活用による業務の効率化
❸柔軟な組織・事業運営
❹先進的な知見を有する外部機関との連携

❶地域と個人のつながりの構築
❷地域特性に応じたアプローチ
❸あらゆる主体との連携・協働
❹効果的な普及啓発

区

区民

自宅で花や緑を育てる 清掃活動への参加

ごみ・資源の分別
省エネルギー行動

良好な環境をつくるために、どのような区の取組みが必要だと思いますか。

計画について計画について
詳しくはこちら詳しくはこちら
ご意見・ご提案も
こちらから
提出できます区HP 18113


